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精神に障がいのある方が、一定の障がいがあることを証明するための手帳です。
この手帳を持っていることにより様々なサービスが受けられます。
サービスの多くは、別途申請をする必要があります。

◇ 税・公共料金の減免など

● 税制上の優遇措置
 所得税・相続税・贈与税　　  　 倉敷税務署　　４２２－１２０１
 　　　　　　　　　　　　　　   児島税務署　　４７２－２６３０
 　　　　　　　　　　　　　　   玉島税務署　　５２２－３１２１
 住民税　（１～３級対象。等級により控除金額が異なります。） 倉敷市市民税課　　４２６－３１８１
 軽自動車税種別割※以前は軽自動車税　（１級） 倉敷市税制課  　　 ４２６－３１７５
 自動車税種別割※以前は自動車税（１級かつ自立支援医療受給者証を所持） 備中県民局税務部課税課　４３４－７０７１
 軽自動車税環境性能割 （１級かつ自立支援医療受給者証を所持） 備前県民局税務部久米分室

 ０８６－２４５－６２００
 自動車税環境性能割（１級かつ自立支援医療受給者証を所持） 備前県民局税務部課税課　自動車審査班

 ０８６－２８６－８７７０
 預貯金利子等 各金融機関
● NHK受信料の減免

【全額免除】・・・１～３級の手帳所持者がいる市民税非課税世帯の場合
【半額免除】・・・１級の手帳所持者が世帯主でかつ受信契約者の場合

● 生活保護の障がい者加算  （１・２級）　■ 倉敷地区　倉敷市生活福祉課 ４２６－３３２５

生活保護を受給されている場合、手帳の１・２級の方については 児島地区　児島支所　福祉課　４７３－１１１９

生活保護の障がい者加算が受けられる場合があります。 玉島地区　玉島支所　福祉課　５２２－８１１８

真備地区  真備支所　真備保健福祉課  698-5114

水島地区　水島支所　福祉課　４４６－１１５０

● 後期高齢者医療制度の適用　■（１・２級）
満６５歳以上７５歳未満の方は申請により、「後期高齢者医療被保険者証」が
交付されます。

● 県営・市営住宅入居の優先抽選　■（１・２級，県営住宅は３級も対象） 県営住宅：岡山県営住宅管理センター
● 県営・市営住宅の家賃の減免　■  ０８６-２２２－６６９６
 　　　県営住宅は　１級の方 市営住宅：倉敷市営住宅管理センター
 　　　市営住宅は　市民税非課税世帯の１・２級の方  ４３０－０１０９

◇ 利用料の割引など

● 各種施設の入場料割引　■
市立美術館　　市立自然史博物館　　大原美術館
ライフパーク倉敷科学センター
その他、映画館等でも割引が受けられることがあります。

● 宿泊施設の割引　■
国民宿舎　良寛荘　ほか

● 路線バス運賃の割引（写真入の手帳のみ）
運賃支払時に手帳を提示することで、運賃が半額に割引されます。
１級の方は介護人１名も同様に割引されます。
バスカードにも適用されます。定期券（中学生以上）は３割引になります。

● ＪＲ旅客運賃の割引
運賃が割引されます。割引対象者や割引率などは事前にご確認ください。

● 水島臨海鉄道の割引（写真入の手帳のみ）
運賃が割引されます。割引対象者や割引率などは事前にご確認ください。

● 航空旅客運賃の割引（写真入の手帳のみの場合があります）
本人（満12歳以上）・介護者の運賃が割引されます。（国内線）
各事業者により割引率、写真入の手帳であること、搭乗日が手帳の有効 詳細は各航空会社
期限内であることなど条件が異なりますので、事前にご確認ください。

● 船舶運賃の割引（写真入の手帳のみの場合があります）
運賃が割引されます。各事業者により割引対象者や割引率などが異なり 詳細は各船舶会社
ますので、事前にご確認ください。

裏面もご覧ください

運賃・路線は各バス事業者

詳細はＪＲ各社

水島臨海鉄道株式会社 ４４６－０９３１

詳細は各施設

精神障がい者保健福祉手帳で利用できるサービス

この手帳で受けられるサービス （別途申請が必要です。）                お問い合わせ先

倉敷市保健所保健課　４３４－９８２３

倉敷市医療給付課　４２６－３３９５

この手帳で受けられるサービス お問い合わせ先



● コミュニティタクシー運賃の割引（写真入の手帳のみ） 倉敷市健康長寿課　　４２６－３３１５
１回の乗車につき１００円割引されます。 各支所福祉課

● 携帯電話基本使用料等の割引　■

● ＮＴＴ無料番号案内　■ ＮＴＴふれあい案内
利用前に事前登録が必要です。 　　（０１２０）１０４１７４ 午前９時～午後５時

◇ 福祉サービスなど

● 倉敷市移動支援事業
①福祉タクシーの助成・・・月額２，０００円　（１，２級）
②バス利用料の助成・・・・・月額１，０００円　（１，２級）
③自動車燃料費の助成・・・月額２，０００円（１級の方）
　（自動車税等免除を受けている本人所有の自動車を本人が運転する場合）

◆①②は所得税非課税世帯または生活保護の方、③は所得税非課税または生活保護の方

● マッサージ施術費  (１･２級）
施術料１回１，１００円、往料１回１，５００円を助成（施術券は年間２４枚まで）

● 在日外国人障がい福祉金　（１級）
外国人で昭和５７年１月１日以前に満２０歳に達していたため、
国民年金制度による障がい基礎年金などを受けることができない方
　月額２５，０００円

● 介護手当 （１級）
常時介護を要する状態かつ介護認定基準に該当する２０歳以上の
１級の方を、在宅で６か月以上介護している方に支給
　年額４０，０００円

● ホームヘルプなどの障がい福祉サービスの申請（障がい者総合支援法）
利用したいサービスを選び、市に相談、障がい福祉サービス支給の
申請ができます。


● 施設通所交通費
障がい者施設へ通所する場合の交通費の一部を助成します。
（対象施設は、担当課へお問い合わせ下さい。）
 ・バス、電車を使用する場合・・運賃実費の半額を助成
 ・自動車（原付含む）を自分で運転して通う場合・・・月額１，５００円
　ただし、開所日数の半数以上または１１日以上通所している場合に限ります。
　※A型通所者は月額上限３，０００円

● 運転免許取得費（原付除く）
　　　免許取得が社会参加のために必要と認められる方に自動車運転免許証
　　　取得にかかる費用の一部が助成されます。（取得前に申請が必要です。）

● 図書などの郵送による貸し出し 中央図書館425-6030 水島図書館446-6918

倉敷市内に在住・通勤・通学の精神障がい者保健福祉手帳を持つ方。 児島図書館472-4847 船穂図書館552-9300

返却分の郵送料は利用者負担になります。 玉島図書館526-6011 真備図書館698-9393

図書館での登録手続が必要です。

◇ 駐車場など

●「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証の交付　（１級）
１級の方のうち、歩行が困難な方に利用証を交付します。 倉敷市保健所保健課　４３４－９８２３

● 駐車禁止除外標章の交付　（１級）
駐車禁止指定区域内での必要最低限の駐車を認める標章が
警察署で交付されます。

● 市営駐車場駐車料金の割引　（１級）
 対象となる駐車場（係員のいる時間帯のみ割引対象） 倉敷市市街地開発課　４２６－３５０５
倉敷市市営駅前駐車場　・　倉敷市市営駅東駐車場　・　倉敷市中央駐車場 　 児島市民交流センター
倉敷市芸文館地下駐車場　・　倉敷市水島東栄町駐車場 　４７４－８５５０
児島市民交流センター第１～第３駐車場


精神障がい者保健福祉手帳の制度に関するお問い合わせ
倉敷市保健所　保健課　　　　　　　　 ℡　０８６-４３４－９８２３
児島保健推進室　（児島支所）　　　 ℡　０８６-４７３－４３７１
玉島保健推進室　（玉島支所）　　　 ℡　０８６-５２２－８１１３
真備保健推進室　（真備支所）　　　 ℡　０８６-６９８－５１１１
水島保健推進室　（水島支所）　　　 ℡　０８６-４４６－１１１５

※運行地区･･･庄新町、西坂、大室・高室・菰池団地、倉敷ハイツ、真備、船穂、東酒津、イトーピア団地、水島

詳細は各事業者

最寄の警察署の交通課（交通総務課を含む）
又は警察本部交通規制課
・倉敷警察署交通課　０８６－４２６－０１１０
・岡山県警察本部交通部交通規制課
　０８６－２３４－０１１０

この手帳で受けられるサービス（別途申請が必要です。）               お問い合わせ先

いずれか選択

倉敷市障がい福祉課 ４２６－３３０５
児島支所 福祉課　　　４７３－１１１９
玉島支所 福祉課　　　５２２－８１１８
真備支所 真備保健福祉課
　　　　　　　　　　　　 　 ６９８－５１１３
水島支所 福祉課　　　４４６－１１１４

お問い合わせ先この手帳で受けられるサービス（別途申請が必要です。）               


